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大根公民館の現況について 

（大根中学校区学校整備懇話会資料） 

令和７年２月７日 大根公民館作成 

 

１ 施設の諸データと主な課題 

諸データ 主な課題 

(1) 開館年度 昭和 54年 築 47年経過し、施設・設備が老朽化。 

(2) 敷地面積 1,587.03㎡ 駐車可能台数が不足。隣地の民家と密接。 

(3) 延べ床面積、 

 構造 

1,136.14㎡ 

RC一部鉄骨造2

階建 

エレベーターがない。 

電気等の室外設備が屋上にある。 

大雨時の雨漏りあり。 

(4) 各室の状況 多目的ホール 高所にある照明の交換が困難。防音性能

なし 

［有料］ 集会室 － 

 学習室 － 

 和室 － 

 調理室 － 

    ［無料］ 図書室 － 

 児童室 － 

 旧管理人室 倉庫としているが許容量不足 

 コピー室 職員のロッカー室と兼用（男女兼用） 

 事務室 断熱性能がない。 

(5) 共用部分 ロビー、階段等 狭小で、通路以外の役目を果たせない。 

高所にある照明の交換が困難 

 給湯室、その他 授乳場所の確保、お湯の提供が困難 

 玄関出入口 自動ドアでない。風除室がない。 

 

２ 大根公民館の担う業務と利用状況 

(1) 公民館としての自主事業（主催事業等）の実施 

公民館の本来の目的である地域住民等を対象とした自主事業を実施する。 

〔令和 5年度実績〕 

年間 50本の事業を、延べ 82日間開催し、計 3,135人が参加した（人数カウン 

トをしていない展示事業を除く。）。 

家庭教育（ファミリーコンサートなど）、青少年（夏休み子ども陶芸教室など）、

成人（ふるさと料理教室など）、女性（ベビーマッサージ教室など）、高齢者（ふ

れあい健康体操など）、人権（人権パネル展など）、スポーツ（ポールウォーキン
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グ教室）、子ども読書（夏休み本読みチャンピオン大会など）等の各分野にわたっ

て実施した。 

年度 事業本数 事業日数 参加人数 備  考 

Ｒ ５ 50本 82日 3,135人 R5年 5月：コロナ５類移行 

Ｒ ４ 37本 69日 2,192人  

Ｒ ３ 32本 70日 1,254人  

Ｒ ２ — 56日 1,101人 R2年 4月：緊急事態宣言 

Ｒ 元 — 74日 3,395人 R2年 1月：WHO国際的な緊急事態を宣言 

Ｈ３０ — 79日 3,083人  

(2) 公民館の施設（各室）の貸出 

自治会等の地域住民団体、社会福祉協議会等の公共的団体、一定の条件を満た

して利用登録をしているサークルやグループに対して、その活動のために施設（各

室）の貸出をする。 

〔令和 5年度実績〕 

年間 2,649 回の利用（予約を伴う各室の利用）があり、延べ 29,956 人（11 館

中 7番目）が参集した（公民館や市が主催した利用を含む。）。 

室名 開場日数 利用日数 使用率 利用件数 利用人数 

多目的ホール 348 340 97.7% 978 17,967 

集会室 348 319 91.7% 808 3,652 

学習室 348 227 65.2% 346 2,808 

調理室 348 184 52.9% 205 1,813 

和室 348 232 66.7% 312 3,716 

計 1,740 1,302 74.8% 2,649 29,956 

 

年度 利用件数 利用人数 備考 

Ｒ ５ 2,649 29,956 R5年 5月：コロナ５類移行 

Ｒ ４ 2,726 31,346  

Ｒ ３ 2,600 24,600  

Ｒ ２ 1,804 18,401 R2年 4月：緊急事態宣言 

Ｒ 元 2,751 37,037 R2年 1月：WHO国際的な緊急事態を宣言 

Ｈ３０ 2,898 41,304  

(3) 施設（各室）貸出以外の利用への対応 

個人で利用できる施設として、図書室と児童室がある。 

図書室では、図書の貸出・返却、予約などに対応している。 

例年、１０月～１１月頃、大根小学校２年生全員が公民館に施設見学に訪れる。

その折に図書室で貸出カードに説明している。また、ひろはたこども園が園外活
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動で訪れた際にも、図書室へ立ち寄っている。 

児童室は小学生までの子どものフリースペースとして機能している。大根小学

校児童の利用が多い。 

〔令和 5年度実績〕 

図書室：年間延べ 8,635人が利用し、22,361冊の貸出があった。 

年度 利用人数 貸出冊数 備考 

Ｒ ５ 8,635 22,361 R5年 5月：コロナ５類移行 

Ｒ ４ 10,502 27,059  

Ｒ ３ 11,327 29,220  

Ｒ ２ 8,958 — R2年 4月：緊急事態宣言 

Ｒ 元 8,715 — R2年 1月：WHO国際的な緊急事態を宣言 

Ｈ３０ 9,092 —  

児童室：年間延べ 435人が利用した。 

(4) 市の窓口業務の一部（市役所連絡所）の業務 

市役所総合窓口で行っている証明書の発行業務の一部（住民票の写し、印鑑証

明書、戸籍謄本・抄本、納税証明書など）を行う。 

〔令和 5年度実績〕 

年間延べ 2,314人から、計 3,385件（8館中 3番目）の申請があった。 

(5) 情報提供や地域との連携 

「広報はだの」や「県のたより」をはじめとする市や国・県などからの広報用

チラシや資料類の配布・提供、地域諸団体との連携にも携わっている。 

自治会等の資料づくりのための印刷機の貸出も行う。 

(6) 風水害時の避難所 

風水害の際には、市の避難所となることがある。 

〔令和 6年台風第 10号〕令和６年８月２９日～９月２日、計２０人が避難 

８／２９（木） 23：55最初の避難者 1家族 3人を受入れ 

８／３０（金）                      ※新規避難者 10人 

８／３１（土）                      ※新規避難者 3人 

９／ １（日）                   ※新規避難者 4人 

９／ ２（月） 15：30最後の避難者（1家族 2人）が帰宅＝８／３０(金)8：00～ 

 


